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表報の写真●厳冬期の槍ヶ岳

厳冬期の序曲が始まる。燕岳からゲー回岩に行く途中から槍ヶ岳を遠望した。

あと半月もすればすべてが雪の下になるであろう。小枝がそれに抵抗するかの

ように天に向かつていた。

(写真 文 市 立岡谷病院診療部長 林  良 一)
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地域産業保健センターは、産業医の選任義務

のない小規模事業場に働く労働者に対する産業

保健サービスを充実させることを目的として、

委託事業として実施している。

また、平成 18年の労働安全衛生法の改正にお

いて、労働者が50人未満の小規模事業場におい

て、事業者は労働者の健康管理を行うのに必要

な医学に関する知識を有する医師等に労働者の

健康管理を行わせるように努めることと規定さ

れ、併せてこれに対する国の援助が規定されて

いる。

同時に、小規模事業場は地域産業保健センタ

ーの利用等に努めることが労19J安全衛生規則に

規定されている。

現在、全国 347か所の地域産業保健センタ
ー

で実施している事業内容は、

1.健 康相談窓口 (メンタルヘルス相談窓口

を含む)の 開催

2.戸 別訪間による産業保健の指導

3.産 業保健情報の提供

4.長 時間労働者に対する医師による面接指

導専用窓日の開設

などがあり、小規模事業場における産業医活動

は増えてきている。

また、平成 17年から 「働き盛 り層のメンタル

ヘルスケア支援事業」において全国 50の地域産

業保健センターにおいて、労働者及びその家族

等を対象にセミナーの開催及び個別指導を行っ

ている。

現在、県下の小規模事業場においても産業医

は活発に労働者の健康相談に応 じ、コ
ーデイネ

ーターが懸命に相談者を募っているが応募者は

未だ少ない。

平成 20年 4月 から義務化された時間外労働が

月 100時間を超える長時間労働者で本人の申し

出があつた者には、事業者は面接指導を受けさ

せねばならない。しかし、現状は、事業場に遠

慮してか、あるいは不利益を恐れてか、面接指

導を受ける労働者は少ない。

長時間労働者に対する面接指導については、

地域産業保健センターはその担い手として期待

されている。面接指導を申し出た労働者にとつ

て、離職、左遷等の不利益があってはならない。

第 30回 産業保健活動推進全国会議 (20.9.18)

において、「労働者のメンタルヘルス対策の現状」

の中で 「産業医はメンタルヘルス問題を敬遠し

がちであり、小規模事業場の面接指導を必ずし

も歓迎しない」傾向があることに触れた演者が

いた。

確かに産業医不在の小規模事業場における面

接指導は、地域産業保健センタ
ーの登録医では

事業場の内容は不明であり、事業者からの情報

に基づき指導することに不安を抱 く医師もいる。

面接指導マニュアル等の作成が急務である。ま

た、年々減額されている厚生労働省からの地域

産業保健センターヘの助成金については、制度

充実のため増額を期待する。

これらの問題をクリアして小規模事業場にお

ける産業保健活動が活性化することを祈念する。



出=ン ザと新型インフル

私たちは時々風邪 (感冒)を ひきますが、重

篤になることはまれです。しかし、インフルエ

ンザは高熱を伴うことが多 く、症状が重篤にな

り、感染力が強く、会社や学校等で一度に多 く

の人が罹息し、社会的混乱を引き起こすことも

あります。そして、この原因のインフルエンザ

ウイルスが変化 (変異)し 、さらに強い感染力

を獲得 したインフルエンザが新型インフルエン

ザ (英語ではpandemic nu)なのです (表1)。

この新型インフルエンザによる世界的な規模の

流行 (パンデミック)が 、近い将来予想され、

多数の罹息者や死亡者を生み出し、社会的混乱

や経済的停滞が危惧されています。

郷
インフルエンザウイルスはA型 、B型 、C型

の 3つ のタイプがあります。主に流行するのは

A型 、B型 で、A型 の方が重症化 しやす く、大

流行を起こしやすいとう特徴があります。また、

A型 は、さらに細かいタイプに分かれています。

A型 インフルエンザの表面にはH(赤 血球凝集

素 :ヘマグルチエン)と N(ノ イラミニダーゼ

という糖蛋白)の 2種類の突起があり、このH

とNが さまざまに変果し、その組み合わせでウ

イルスのタイプが決まります。Hは 15の亜型が、

Nは 9の正型があり、これらは、ヒト以外にも

ブタやトリなどの宿主に広く分布しているので、

A型 インフルエンザウイルスは人吉共通感染症

としてとらえられています。最近では、渡り鳥

がインフルエンザウイルスの運び屋として注目

を浴びています。ウイルスの表面のHと Nは 、

同じ亜型内で、わずかな抗原性 (病気の特徴を

決める性質)を 毎年のように変化させます。こ

れを連続抗原変異または小変異といいます。さ

らに、A型 は数年から数 10年単位で突然別の亜

型が取って代わることがあります。これを不連

続抗原変異または大変果といいます。インフル

エンザのフルモデルチェンジで、「新型インフル

エンザ」の登場ということになります。ヒトは

新型に対する抗体がないため、大流行が引き起

こされることになります。
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表 1 感 冒とインフルエンザと新型インフルエンザ

穀 砕 鵜

願

いろいろな種類の

ウイルスや細菌

インフルエンザ

ウイルス A型 、
B型、C型

新型インフルエン

ザウイルス (A型
インフルエンザ

の変異したもの)

離
主に接触感染
一部飛沫感染も

主に飛沫感染
接触感染も

飛沫感染 接触感

染も考えられる

麟

多くは38度 未満の

発熱 重 症化は少
ない、せき、のど
の痛み、鼻汁など

高熱(38度以上)

等激しい症状が

出やすい。合併
症を伴いやすい。

重症化する可能

性

糠
対症療法 抗ウイルス業 ノイラミダーゼ

阻害剤

輸

手洗い ワクチン

感染者の飛沫を

避ける

(プレ)パ ンデ
ミックワクチン
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ザそして新型インフル

インフルエンザは、大部分鳥に感染し、生き

ています。これらのフ鳥類の多 くは何の症状もあ

りませんが、もともと強毒株であるか、あるい

は感染伝播の過程で遺伝子の変異が起こり強毒

株になったものが高病原性鳥インフルエンザと

呼ばれます。

この高病原性鳥インフルエンザは、鳥の間だ

けで感染しているかぎりでは、まだ 「新型イン

フルエンザ」にはなりません。ウイルスが変異

して鳥からヒトヘ感染 し、さらにヒトからヒト

に感染が広がって、はじめて 「新型インフルエ

ンザ」と判走されます。

これからのパンデミックの原因となるウイル

スは、現在流行しているH5Nl型 がもっとも可

能性が高いと考えられています。そして、この

鳥インフルエンザは、アジアを中心に世界中に

拡大し、9月 10日現在 387名の症1711が報告され、

そのうち245名が死亡しています (表2)。特に

10歳から39歳 の若い年齢層が最も高い致死率

を示 していることは注 目すべきです。さらに、

ヒトからヒトヘの感染も少数推定されています。

表2 WHOに 報告されたヒトの鳥インフルエンザ

(H5Nl)確 定症例数 (03～ 08)

(2008年 10月 WH0 7AR表 )

!型 インブルエンザの症状と治療法

初期症状は、38度以上の高熱が突然出て、せ

きなどの呼吸器症状や全身倦怠感など従来のイ

ンフルエンザと同様の症状が考えられています

が、現在流行しているH5Nl型 から新型インフ

ルエンザが発生 した場合、下痢、嘔吐、腹痛、

鼻出血、歯肉出血が現れる可能性 も示唆されて

います。早期に医療機関を受診し、発症より48

時間以内に抗ウイルス剤の投与が必要です。ま

た、感染の拡大防止のため、罹息者は原則入院

となります。入院できない状況では、臨時の隔

離施設も考慮されます。

111ギヤ炉学章|″|夕|と̀|

過去に発生したインフルエンザのパンデミッ

クは、1918年の スペ イ ンイ ンフルエ ンザ

(HlNl)、1957年 アジアインフルエンザ (H2N2)、

1968年 の香港インフルエンザ (H3N2)、 1977年

のソ連インフルエンザ (HlNl)な どがあり、そ

のたびに社会的混乱を引き起こしました。スペ

インインフルエンザでは、世界で約 4000万 人、

日本でも約39万人の死者を出しました。こうし

た新型インフルエンザのパンデミックは、10年

から40年 の周期で発生するといわれています。

次の流行規模の予想は困難ですが、人口の飛躍

的増加、都市への集中、飛行機などの交通機関

の発展により、短時間での世界的な感染拡大が

予想されます。日本でも約 1/4の 人が感染し、

最大2500万人の息者が医療機関を受診すると推

定されています。

◆パンデミック発生時の被書◆

ステップ 1:国 内の一部地域で感染 (WHO

によるフェーズ4)

・パンデミックの警戒開始⑥検疫の強化。

・集会や興業 ・商業施設、公共機関、学校な

ど多数の人が集まる場所で感染拡大

ステップ2:都 会に広がり始めた時 (WH0

によるフェーズ 5)

・都会で、不特定多数の人の感染拡大

・企業での感染拡大により、物流、交通機関

機能低下、生産低下

ン

感染者 死亡者

中 国 30 20

ェ ジ プ ト 50 22

イン ドネシア 137 112

タ イ 25 1 7

ベ ト ナ ム 106 52

そ  の  他 39 24

本
計 387 247



・企業 ・学校等での感染者による家庭内への

感染の拡大、欠勤者の増大

・医療機関での息者の殺到、入院施設の不足

ステップ3:世 界中で感染拡大 (WHOに よ

るフェーズ 6)

・世界人口の 1/4が 感染。日本でも約 3200

万人が感染

・新型インフルエンザ流行の波は複数回あり、

1つ の波の流行期間は2ヶ 月続 くと想定さ

れている

・企業でも40%の 欠勤者が想定、ライフライ

ンの混乱、企業活動の停止。

・情報機関での機能低下による情報の混乱と

警備 ・警察 ・管理機構の機能停止による犯

罪の増加、社会的秩序の混乱。

・医療機関の機能低下 ・停止。死亡者の増加

と埋葬施設の機能停止

… ⅢⅢHI狩体の対策
2008年 に従来からの感染症法にH5Nlを 含め

新型インフルエンザに関して新たに項目を定め、

1)感 染の恐れのある者を医療施設以外の宿泊施

設に滞在させることが可能、2)都 道府県知事が

外出自粛、健康診断受診、予防業の内服、地域

封じ込め策を要請できる等が追加されました。

また検疫法では、海外でフェーズ4以 後の感

染段階になった場合、1)息 者発生からの定期便

の運航自粛を要請する一方、在外邦人について

は未感染を確認した上で早期に帰国させる (感

染の疑いのある場合には帰国を認めない)、2)

定期便が不足 した場合には政府が帰国使手配を

進める、3)発 生国からの航空機、船舶の受け入

れは4空 港、3海 港に限定、4)外 国人は未感染

が確認できない場合には査証を発行 しない等の

措置が検討されています。

治療としての抗ウイルス薬の政府備蓄は、タ

ミフル2800万人分、リレンザ 135万人分が準備

されています。また、プレパンデミックワクチ

ン2000万人分が準備されています⑥プレパンデ

ミックワクチンは、鳥インフルエンザウイルス

H5Nlを 基に製造され、医療従事者やライフラ

イン維持従事者、警備担当者等に優先的に接種

されます。パンデミックでのウイルスタイプの

予測がはずれると効果は望めません。

■■r翠報平ルギンデミック対策

これまで述べてきた背景を基に、概観 してみ

ます。業種 ・職種の違いによって、対策は大き

く異なるので、それぞれの個別企業の対策が必

要です。

職域における新型インフルエンザ対策につい

ては、厚生労働省によるガイ ドライン (2007)

が策定されています (表3)。

発生前の段階では、1)衛 生委員会を中心に、

必要に応 じ拡大 した組織で、対策本部の設置、

役割分担化、連絡体帝」の確認、2)国 内外の機関

からインフルエンザの感染状況、法令、規則、

指針等の情報収集、3)流 行時の各段階での業務

運営体制の検討 (関連企業、物流、ライフライ

ン等の検討)、通勤確保、欠勤者の増加に対応し

た人員配置 :保安要員事業の縮小、休止スケジ

ュール、4)企 業内での新型インフルエンザの教

育による情報の共有化、模擬訓練、5)イ ンフル

エンザ感染を合頭に置いた効果の実証された必

要物品の備蓄、6)海 外勤務者、家族の予防薬の

確保、配布、帰国計画、現地での治療施設等の

確認が挙げられています。

なお、6)に ついては 「海外派遣企業での新型

インフルエンザ対策ガイドライン」を参照 して

ください。

地震等の災害と異なり、外部からの協力は、

ほぼ望めません。対策の遅れが地域に混乱を与

えたり、他の企業の不利益となるかもしれませ

ん。従業員の管理は、移住地域での対策とリン

クさせる必要があります。偶発的なヒトからヒ

トヘの感染が起きてしまった段階で、早急な新

型インフルエンザ対策が喫緊のリスクマネジメ

ント上での課題です。金融危機、景気後退、政

ン
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治的停滞の悪条件の中で企業の姿勢が問われて

います。

表3 事 業者 ・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン

1 発 生前の段階

1)危 機管理体制の認識 (対策本部、連絡体制等)

2)情 報収集及び周知方法の確立

3)業 務運営体制の検討

4)感 染予防の事前措置

5)物 品の備蓄 (石鹸等)

6)社 会機能維持に関わる事業のおける業務継続検討

2.発 生直後の対応

1)情 報収集及び周知

2)感 染拡大予防の措置 (会合の中止 ・延期)

3)海 外勤務 ・出張する従業員等への感染予防措置 (中止 ・延期 ・退避)

4)予 防的措置の啓発 (「せきエチケット」、健康状態の把握等)

3.感 染拡大時の対応

1)情 報収集及び周知

2)業 務運営体制の検討 (業務縮小、従業員自宅待機)

3)感 染拡大予防の措置

4)予 防的措置の啓発強化

5)社 会機能維持に関わる事業のおける業務継続体制

≪参考にした資料。文献》
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httpi//www mhlw.go.jp/shingi/2008/07/d1/s0730-13e pdf

労働者健康福祉機構 海外勤務健康管理センター

海外派遣企業での新型インフルエンザガイドライン (2006)

httpt//wwwjohacrottku.gojp/guideline3 pdf

奥沢英一 感 染症危機管理対策事業

海外勤務と健康 2ス12-15,2008

メルクマニュアル 17版  日 本語版

http://merckmanual.banyu.cojp/
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我が国における小規模事業場 (常時雇用する

労働者が50人未満)は 、事業場数として97.3%、

労働者数として62.1%を占める。小規模事業場

における安全衛生の実態として、平成 14年労働

者健康状況調査によれば、10～ 29人の事業場

規模では、定期健康診断を実施しなかった事業

場 15,9%、定期健康診断後の事後措置無し20。7

%、 健康づくりの取組み無し67.9%tメ ンタル

ヘルスケアに取り組んでいない79.8%、といず

れも全体平均を下回つている。一方、職場にお

けるメンタルヘルス対策については 「労働者の

心の健康の保持増進のための指針」が示される

中、小規模事業場においては、長時間労働者ヘ

の医師による面接指導制度が適用され、小規模

事業場産業保健活動支援事業における産業医の

共同選任事業の改正も行われてきている。この

ような背景がある小規模事業場において、実情

に見合ったメンタルヘルス対策の支援内容を検

討するため、小規模事業場におけるメンタルヘ

ルスに関する現状把握を目的にアンケート調査

を行った。本稿では、調査結果の一部を紹介する。

2007年 3月、県内中信地区の2工業国地にお

いて、常時雇用する労働者が50人未満の刀ヽ規模

事業場 74社 を対象にアンケート調査を行った。

事業場の経営者あるいは衛生管理担当者に無記

名式かつ自記式で記載を求め、業種、事業場規模、

衛生管理担当者の背景、メンタルヘルス対策実

施状況ならびに認識、産業医等産業保健スタッ

フの有無等、の調査を行った。

回答を寄せた事業場は、74社 中69社で、回
   じ

収率932%で あった。69社の回容結果について、

以下にその一部を紹介する。

lB回 答した事業場の特性

事業場規模を表す労働者数別の事業場数は、

10～ 19名の事業場が 19社 と最も多く、回答を

寄せた事業場の27.5%を占めていた。次いで20

～29名 14社、30～ 39名 11社、5～ 9名 9社、

1～ 4名 7社、40=49名 6社の順であった。20

名前後の規模の事業場が最も多かった。

事業場内で衛生管理業務を担当している者が

誰であるかについては、管理職以上が24社 (34.8

・■
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%)と 最 も多かった。安全衛生推進者、衛生管

理者を選任している事業場も各々2社 であった。

2ロ メンタルヘルス対策実施状況

事業場におけるメンタルヘルス対策の実施状

況について、実施している事業場は8社 (116%)、

実施していない事業場は56社 (81.2%)であった。

メンタルヘルス対策を実施している8社 につい

て、労働者数別に対策実施状況を見ると、労働

者数が多 くなるほど対策を実施している傾向が

見られた。10名未満の事業場 16社 ではメンタ

ルヘルス対策を実施している事業場は無かった。

労働者健康状況調査 (平成 14年厚生労働省)で

は、10～ 29名 の事業場の202%、 30～ 49名 の

事業場の 266%に おいてメンタルヘルス対策が

実施されていることと比べると、対象小規模事

業場ではメンタルヘルス対策が十分に実施され

ていないことがうかがえた。また労働者健康状

況調査では、労働者数が少なくなるほど対策を

実施していない傾向が強まることが示されてい

るが、本調査でも同様の傾向がみられた。なか

でも10名未満の事業場では対策を実施している

ところがなく、この規模の事業場は、今後が対

策を実施する必要があると考えられた。

3日 相談機会の有無

職場において、産業医、看護師、衛生管理者

等への相談機会があるか否かについての結果を

図 1に示す。相談機会を設けていると回容 した

事業場は 15社 (21.7%)、設けていないと回容

した事業場は50社 (725%)で あった。相談機

会を設けていると回容した 15社 について、メン

タルヘルス対策を実施しているか否かを見てみ

ると、15社中 6社 が対策を実施していた。また、

相談機会を設けている 15社 について、労働者数

別に実施状況をみてみると、労働者数が多 くな

るほど対策を実施している傾向がみられた。産

業保健スタッフによるメンタルヘルスの相談を

行うことが可能となる機会を設けている事業場

が 21.7%存在 していた。メンタルヘルス対策を

系統立てて実施している事業場は8社 にとどま

ったものの、メンタルヘルスの相談が可能とな

る相談機会を 15社が設定していることから、メ

ンタルヘルスヘの関心が潜在的には高いものと

考えられた。

親韓尭,■ ■|||||

今回の調査対象小規模事業場におけるメンタル

ヘルス対策の現状をまとめると以下の通りである。

① 衛 生管理業務の担当者は、管理職が最 も多

かった。

② メ ンタルヘルス対策の実施状況は、既存の

調査結果と比較して低 く、特に 10名未満の事

業場では実施しているところはなかった。

以上より、小規模事業場、特に 10名未満の事

業場における管理職を対象に、メンタルヘルス

に関する研修会の機会の提供ならびに参加を促

すことが重要と考えられた。小規模事業場が、

長時間労働者への医師による面接指導制度の適

用、産業医共同選任事業の改正の機会を活用し、

医師会、産業保健推進センター、地域産業保健

センター、と連携することによって、メンタル

ヘルス対策に力を入れることができる、そんな

支援の仕組みを構築すべき状況にあると考える。

(本調査は松本地域産業保健センターの受託事業

として行われた。結果は第 81回 日本産業街生学

会総会において発表した内容の一部である。)

嬰



図1 産 業医r看 護師′衛生管理者等へのメンタルヘルスの相談機会
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【厚生労働省 :平成 19年 度労働者健康状況調査結果概要】

厚生労働省では、「平成19年度労働者健康状況調査」の結果を取りまとめ、公表しています。

その概要は次のとおりです。

◆過去 1年間に定期健康診断を実施した事業所の書」合は8620/。(前回平成 14年調査8710/0)。

◆健康の保持増逢に取り組んでいる事業所の害」合は45.20/0(同37.40/0)。

◆心の健康対策 (メンタルヘルスケア)に 取り組んでいる事業所の割合は33.6°/0(同235°/0)、事業所

規模別には、10人～29人 で2920/。、30人 ～49人 で36.8%、50人 ～99人 で45.2%、100人～

299人 で64.10/0、300人 ～999人 で830°/0、1000人～4999人 で95.50/0、5000人以上で100°/。。

◆将来の健康状態に対して不安を持っている労働者は81.0%(同 76%)。

◆自分の仕事や職業生活に関して 「強い不安、悩み、ストレスがある」とする労働者の書」合は580°/0(同

61.5°/0)。

(長野産業保健推進センター事務局)

機
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)内の数値は実数
《実施不明1社》

その他 (4)
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マネジメントシステムを活用して◆

安全で快週な職場環境づくり

株式会社ルネサス東日本セミコンダクタ 長 野デバイス本部

ルネサス東日本セミコングクタ長野デバイス

本部は、平成 20年 7月 1日 の全国安全週間で長

野労働局長奨励賞を受賞した。

同事業所は、平成 16年 に労働安全街生マネジ

メントシステムの構築を行い、平成 17年 1月 に

『OHSAS18001』 の認証を取得している。その功

績から長野労働局より平成 17年 3月 に 「安全 ・

衛生管理モデル事業所」の指定を受け、地域の

発展のためリスクアセスメントやマネジメント

システムに関するPR活 動に協力 してきた。ま

た、平成 18年 10月 には 「快適職場推進計画認

定事業所」として認定され、安全街生活動の継

続的改善を推進している。

今回、安全衛生の取組みや労働衛生管理の展

開事例について取材した。

■安全衛生活動の概要

同事業所の安全街生活動はマネジメントシス

テムで運用 ・維持されている。また、計画的か

つ継続的な改善に取 り組んでいる。(図1)

特に、危険源となるものについては、『リスク

アセスメント』を実施し、そのリスクの低減に

努めている。このリスクアセスメントの結果、

同事業所の災害発生件数は、毎年 1件 以内と優

秀な状態を維持している。

また、このマネジメントシステムにより、法

律 (指針含む)や その他 (地域住民の要求やお

客様との約束事)の 運用管理も実施 している。

法律の重要な事項は一覧表で各職場へ周知され、

運用管理表でその実施又は確認時期が明記され

る。それらは、すべて内部監査や順守評価によ

リチェックが行なわれている。
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【図1】労働安全衛生マネジメントシステムの要素


